
 

 

１ 労働相談機関等 

実施機関 内  容 機関・団体名 電話番号 

広島県 

商工労働局 

雇用労働政策課 

【一般労働相談】 

・労働相談員による労働問題全般につ

いて相談 
 
【特別労働相談】 

・弁護士による相談 

(一般労働相談後、予約制) 

労働相談コーナーひろしま 

労働相談コーナーふくやま 

(いずれも 9～12 時、13～16時) 

 

 

0120-570-207 

0120-570-237 

日本司法支援セ

ンター 

広島地方事務所 

（法テラス） 

【情報提供制度】 

・法的トラブルの解決に役立つ法制度

情報や、相談窓口情報の提供 
 
【民事法律扶助制度】 

・経済的に余裕のない方に法律相談援

助や弁護士・司法書士の費用立替を

行う。 

法テラスサポートダイヤル 

(平日)9～21 時、(土曜)9～17時 

※日曜祝日を除く 

0570-078374 

(PHS･IP 電話は、 

03-6745-5600

へ) 

法テラス広島 

(平日)9～17 時 
※土曜・日曜・祝日を除く 

0570-078352（ナ

ビダイヤル） 

0503383-5485

（ＩＰ電話） 

広島弁護士会 

・来所法律相談 ※有料 

      40分 6,600円（税込み） 

法律相談センターひろしま 

(広島市中区上八丁堀 2-73 広島

弁護士会館内) 

10 時 10 分～16 時 25 分 

082-225-1600 

・来所法律相談 ※有料 

     30 分 5,500 円（税込み） 

※「北部巡回法律相談センター」のみ

無料 

法律相談センター福山 

（平日)13～15 時 

※土曜・日曜・祝日を除く 

084-973-5900 

呉法律相談センター 

（毎週土曜）10～12 時 
0120-969-214 

ひがし広島法律相談センター 

（毎週水曜）13～16 時 
082-421-0021 

北部巡回法律相談センター 

（毎週金曜）13～16 時 
0120-969-214 

・無料電話相談(毎週水 15～19 時) (通話料は自己負担) 080-2936-9497 

広島労働局 

・離職票 広島労働局職業安定課 082-502-7831 

 

・雇用保険 

 

 

・障害者雇用 

 

 

・高齢者雇用 

 

 

・労働者派遣 

広島労働局職業対策課 082-502-7832 

広島労働局需給調整事業課 082-511-1066 

ハローワーク広島 082-223-8609 

ハローワーク広島・広島東 

（学卒部門） 
082-225-0380 

・マザーズハローワーク広島 082-542-8609 

・新卒応援ハローワーク 082-224-1120 

・わかものハローワーク 082-236-8613 

ハローワーク広島東 082-264-8609 

ハローワーク可部 082-815-8609 

ハローワーク呉 0823-25-8609 

ハローワーク竹原 0846-22-8609 

ハローワーク三原 0848-64-8609 

ハローワーク尾道 0848-23-8609 



 

実施機関 内  容 機関・団体名 電話番号 

ハローワーク福山 084-923-8609 

・マザーズコーナー 084-921-8189 

ハローワーク府中 0847-43-8609 

ハローワーク三次 0824-62-8609 

ハローワーク庄原 0824-72-1197 

ハローワーク大竹 0827-52-8609 

ハローワーク広島西条 082-422-8609 

ハローワーク廿日市 0829-32-8609 

ハローワーク安芸高田 0826-42-0605 

労働基準監督署 
・労働条件の指導・監督 

・労災保険 

広島中央労働基準監督署 

(中･西･南･東･安芸区、安芸郡、東広

島市(下記以外)) 

方面（労働条件・

解雇・賃金） 

082-221-2460 
安全衛生 
082-221-2459 

労災 1 課・2 課 

082-221-2461 

呉労働基準監督署 
(呉市、江田島市、東広島市黒瀬) 

0823-22-0005 

福山労働基準監督署 
(福山市、府中市、神石高原町) 

方面（労働条件・

解雇・賃金） 

084-923-0005 
安全衛生 
084-916-3180 

労災 1 課・2 課 

084-923-0214 

三原労働基準監督署 
(三原市、竹原市、豊田郡、東広島市

(安芸津、河内、福富、豊栄)) 
0848-63-3939 

尾道労働基準監督署 
(尾道市、世羅郡) 

0848-22-4158 

三次労働基準監督署 
(三次市、庄原市、安芸高田市) 

0824-62-2104 

広島北労働基準監督署 
(安佐南･安佐北区、山県郡) 

082-812-2115 

廿日市労働基準監督署 
(佐伯区、廿日市市、大竹市) 

0829-32-1155 

日本年金機構 

(年金事務所) 

・健康保険 

・厚生年金保険 

広島東年金事務所 
(中･安佐南･安佐北区) 

082-228-3131 

広島西年金事務所 
(西･佐伯･大竹市、廿日市市、山県郡) 

082-535-1505 

広島南年金事務所 
(東･南･安芸区、江田島市、安芸郡) 

082-253-7710 

福山年金事務所(福山市) 084-924-2181 

呉年金事務所 
(呉市、竹原市、東広島市) 

0823-22-1691 

三原年金事務所 
(三原市、尾道市、豊田郡、世羅郡) 

0848-63-4111 



 

実施機関 内  容 機関・団体名 電話番号 

三次年金事務所 
(三次市、庄原市、安芸高田市) 

0824-62-3107 

備後府中年金事務所 
(府中市、神石郡) 

0847-41-7421 

広島法務局 

【人権擁護委員による相談】 

・人権一般（いじめ・セクハラ・パワ

ハラ･名誉棄損 等） 

人権相談ダイヤル 

(広島法務局人権擁護部) 

0570-003-110 

(082-228-5792) 

広島県 

健康福祉局 

障害者支援課 

・障害者の自立支援 広島県健康福祉局障害者支援課 082-513-3155 



 

２ 紛争解決機関 

実施機関 内  容 機関・団体名 電話番号 

広島労働局 

雇用環境・均等室 

【総合労働相談コーナー】 

・広島労働局、各労働基準監督署に相

談員を配置し、労働問題に関するあ

らゆる相談に応じる。 

 

【労働局長による助言・指導】 

・一方の紛争当事者からの申出によ

り、双方の主張を伺いながら個別労

働紛争の問題点を指摘し、解決の方

向を示唆することにより、紛争当事

者が自主的に紛争を解決するため

のお手伝いをするもの。 

 

【あっせん】 

・紛争当事者双方の主張の要点を確か

めつつ話合いを促進することで、紛

争当事者間の調整を行い、あっせん

案の提示など、具体的に紛争解決を

図る。 

 

 

 

 

 

 

【労働局長による助言・指導・勧告】 

・個別労働問題紛争の問題点と解決の

方向を示し、紛争を解決するための

援助を行う。 

 

【調停】 

・専門家が双方から事情を聴いた上で

調停案を作成し、調停案の受諾の勧

告することで紛争解決を促進する。 

（次ページ参照） 

広島中央総合労働相談コーナー 082-221-2410 

呉総合労働相談コーナー 0823-88-2941 

福山総合労働相談コーナー 084-916-3186 

三原総合労働相談コーナー 0848-63-3939 

尾道総合労働相談コーナー 0848-22-4158 

三次総合労働相談コーナー 0824-62-2104 

広島北総合労働相談コーナー 082-812-2115 

廿日市総合労働相談コーナー 0829-32-1155 

広島労働局総合労働相談コーナー 082-221-9296 

広島労働局雇用環境・均等室 082-221-9247 

広島県社会保険

労務士会 

・社会保険労務士による無料相談 

(毎月第２～４木 10～12 時、13～16

時) 

総合労働相談所 

 (中区橋本町 10-10 ｲﾝﾃｽﾋﾞﾙ 5階) 
082-221-0610 

・あっせん(平日 9～17 時) 労働紛争解決センター広島 082-212-4481 

＜取り扱う相談＞ 
・男女雇用機会均等法 
・育児・介護休業法 
・パートタイム・有期雇
用労働法 



 

 

３ 司法手続 

実施機関 内  容 機関・団体名 電話番号 

広島地方裁判所 

【労働審判】 

・労働審判官（裁判官）１人と労働関

係の専門家である労働審判員２人

の計３人による労働審判委員会が、

個別紛争を３回以内の期日で審理

し、判断する制度 

 

【訴訟】 

・裁判官の判決によって紛争解決を図

る手続（求める金額が 140 万円以下

の訴訟は簡易裁判所） 

広島地方裁判所 

民事訟廷事務室 
082-228-0458 

広島地方裁判所福山支部 

地裁･簡裁書記官室 
084-923-2831 

【調停】 

・調停委員による話合いによる紛争解

決を図る手続 

 

【少額訴訟】 

・60 万円以下の金銭要求で、紛争が複

雑でない場合に、原則１回の審理で

判決する手続 

 

【支払督促】 

・金銭の支払要求で、書類審査のみで

支払督促を発する手続 

広島簡易裁判所 082-502-2210 

呉支部・呉簡易裁判所 0823-21-4991 

尾道支部・尾道簡易裁判所 0848-22-5285 

福山支部・福山簡易裁判所 084-923-2831 

三次支部・三次簡易裁判所 0824-63-5141 

東広島簡易裁判所 082-422-2279 

可部簡易裁判所 082-812-2205 

大竹簡易裁判所 0827-52-2309 

竹原簡易裁判所 0846-22-2059 

府中簡易裁判所 0847-45-3268 

庄原簡易裁判所 0824-72-0217 

 


